
岩手県告示第１６８そ

森林病害吏Ｓ防除１２１（昭加２５年ま律第５３４） 第５ 条第 ２４１の規定にｌｋづ き、 めＳｌｌ伐倒Ｓほを命 じよ うと する ので、そのｌｚ：４等を

次の とお りぬ表する。

令５Ｆｎ　８年 ３ＪＩ２７日

。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩手県カ１事　ま増　拓　１１１

１　 ｌＺ：城ｊ．びＪ！１１回

（１ ）Ｋ域　櫑篤市、 大ｊｉａ渡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、陸前高ＦＩＥＩ 市、 奥州市、 滝沢市、 紫波Ｓ紫波ｉｒｌ、回Ｓ矢［ｔ］回Ｊ｀

、ｌ！ＲｍをケＷＸ、 き磐ｊ＝Ｆ１１Ｓ平泉ｌｌＴ、 ＭｌｊＳ住ｍｌｆｊｌび二Ｊ≡≡ｉＳ一Ｆ１１］゚ に所在する特定森旃のＩＺ：域の うち次の図に示したＩＫ城と

する。

なお、「次の回」 は、 省略し、 その回ほを岩手」４！農林水鹿部森林整備ａ並びに関係ま域振興ｇ社務部、 Ｍ南ぷ城Ｓｉ興ぶ５農政

部農林振興センター、 ね岸Ｚな域ＩＳｉ興ｇ農聨こ部大船ｌｌ農林ＩＳｉ興センターｊをぴ県北寉、城振興局農政部二‾Ｆ農林１１１１１。センター並びに

回４呆市皿ｍに備えておいて縦覧にｍする。、

（２）期間　令和８年４ｊ１１ 日から令和９年３Ｊ１ ３１ 日まで

２　 森嶌病害虫４の１１ｔｌｉ　・松 くい虫

３　 行う べき措ｆｌの内容 松く い！ｊＥ１のＨ着している松のａ木の存する４考定森４木を所有し、又は管１９１χ。する者は、 肖該特定森旃の樹木

を伐倒して破砕し、又は当該特定森林の４４１木をｔ５と倒して焼却（炭化を含む。 ）をすること。

４　 命令をしよう とする‾ｍχ　１（ １） に定めるＫ城において松く い虫の被害が発生しており 、３ に定める措雅。をむわなければ松く

いまの被害が叉常にまんＸし、 １（ １） にｔめるＫ城ｊ．びその周３Ｚ２の高度ぶ；ｌｉａｔ森４４ＳＲび被害拡大Ｓま森林に東大な損害をぢえ

るおそれがあるため。

５　 その他

（１）３に定める措置については、 森林害まミ防除員の１？示に従うこ と。
Ｉ

（２）３ に定める措置のう ち、 碪Ｅ砕を行う’場合は、破砕１１の木片の厚さが ６ミ ＩＪ メー トル （木材チッパーにより破砕する場合に

あっては、１５ミ ＩＪ メー トル）ａ下と なる よう にするこ と。

（３）３にｔめる措置を行った者又はその代ぎ人は、 当該措ｆＲをむったａまやかに、１１１へに定める実加ｉＳにより ３に定めるめた森

嶌の所在するＸ城をｙｙｉ管するま城振！回！ＭＸ（な下 「ｇＪｌ」と いう 。） にその回をｉｉけ目１なけれぱならない。ただし、（ ４） によ

り串請書を１１１ けｉする 場合は、 この限り でな い。

（４ ）－　３に定める措置に伴う損失補償を９けよ うとする者は、当該措置を行ったき速やかに、ｌｊりに定める串請書をＪＩＪをにを出す

るも のと し、 その１１ １ｊｌが あっ たと きは、ｇｊｌ は、・串請者が３ に定める措置を行つたかど うかを禰ＥＳ して、損失補償４の額を決

定し、損失補償金を交付す る。

（５）ｇｊｌは、 ３に定める４１５＝ｔ森林を所有し、又は管ＪＩする者が、１ （２ ）に定めるＳＩ回内に ３に定めるｌｔ置をｆｉわないとき、行

ったが十分でない とき 、又はｆｉう 見ｉ２！、みがないと きは、当該措ｌｌのを部又は一部を 自ら行う こと がで きる。

（６）局ｊｌは、 （５ ）のＳ＝ｉｌを行った４合において。その費万ｌの額が、 ３にｔめる措置を１ニｉう べき者が自らそのｍＲのを部又は一

部を行ったと した場合にその者がタけること となるべき補償の額をＳえるときは、そのＳえる部その額に相当する額をその者

から徴ｌｌ又する こと ができる。
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